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(57)【要約】
　客のデジタル画像配信方法が、現場で客を撮影するこ
との依頼を客から受信することを含む。依頼は、例えば
客の通信装置から遠隔信号を介して受信できる。客から
支払データを得て、現場の位置を決定する。依頼は現場
で客を撮影するよう配置された遠隔撮像装置に送られる
。客の画像は現場で自動的に撮られ、その画像が証拠画
像として客の通信装置に送られる。最後に、客が画像を
希望するならば、画像購入の同意を客から受信する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現場で客の画像を撮るという依頼を、客の通信装置から遠隔信号を介して客から受信す
る段階と；
　支払データを客から取得する段階と；
　現場の位置を決める段階と；
　現場で客を撮る位置にある遠隔撮像装置に前記依頼を伝える段階と；
　現場で客の画像を自動的に撮る段階と；
　前記画像を証拠画像として客の通信装置に送る段階と；
　前記画像を購入する同意を客から受信する段階と；
からなる客のデジタル画像配信方法。
【請求項２】
　前記同意を受信する段階の後、画像の支払を受けて画像を客に送信する段階を更に含む
請求項１に記載のデジタル画像配信方法。
【請求項３】
　前記画像を送信する段階が、画像のハードコピーを所定の場所に送る段階、デジタル画
像を所定の電子アドレスに電子的に送出する段階、及びデジタル画像を電子アドレスから
取得させるために該電子アドレスを提示する段階の少なくとも１つを含む請求項２に記載
のデジタル画像配信方法。
【請求項４】
　前記現場の位置を決める段階が、客から現場位置についての情報を受信する段階、前記
通信装置から自動的に割り出された位置データから現場位置を電子的に決定する段階、及
び遠隔信号の特性を用いて現場位置を決定する段階の１つを含む請求項１に記載のデジタ
ル画像配信方法。
【請求項５】
　前記現場の位置を決める段階が、前記通信装置の位置から得られるグローバル・ポジシ
ョニング・システムのデータを用いる段階を含む請求項４に記載のデジタル画像配信方法
。
【請求項６】
　前記遠隔信号が複数の端末の１つに対して開始される電子通信であり、通信する特定の
端末が現場位置を決定できる請求項４に記載のデジタル画像配信方法。
【請求項７】
　前記依頼が撮影条件をさらに含み、該条件が満たされると撮影を行なう請求項１に記載
のデジタル画像配信方法。
【請求項８】
　前記条件がタイミング条件を含み、タイミング条件に規定された時間で撮影を行なう請
求項７に記載のデジタル画像配信方法。
【請求項９】
　規定された時間がくると遠隔から客に警告すると共に、撮影段階の前に前記規定された
時間を客が容認できることを客に確認する段階をさらに含む請求項８に記載のデジタル画
像配信方法。
【請求項１０】
　前記確認段階が客の通信装置を介して客と通信することを含む請求項９に記載のデジタ
ル画像配信方法。
【請求項１１】
　前記規定された時間が容認できないことを客が示した場合に、規定された時間をリセッ
トすることを客に認める段階をさらに含む請求項９に記載のデジタル画像配信方法。
【請求項１２】
　前記条件が客の位置決め条件を含み、客が現場位置に到着したとき撮影を行なう請求項
７に記載のデジタル画像配信方法。
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【請求項１３】
　いつ客が現場位置に到着するかを自動的に検出する段階をさらに含む請求項１２に記載
のデジタル画像配信方法。
【請求項１４】
　前記撮像装置がプロセッサと通信でき、該プロセッサは常駐の制御ソフトウエアと該ソ
フトウエアによりアクセスできる現場マッピングデータとを有し、前記撮像装置は現場の
特定区域で客を撮影できるように制御ソフトウエアに従って動かすことができる請求項１
に記載のデジタル画像配信方法。
【請求項１５】
　質の高い画像を作って客に送信するために画像をデジタル操作する段階をさらに含む請
求項１に記載のデジタル画像配信方法。
【請求項１６】
　前記画像が複数の画像からなり、前記画像の操作段階が、客への送信のために前記複数
の画像の集合を作成することを含む請求項１５に記載のデジタル画像配信方法。
【請求項１７】
　前記画像がビデオからなり、前記画像の操作段階が音声データを前記ビデオに加えるこ
とを含む請求項１５に記載のデジタル画像配信方法。
【請求項１８】
　前記音声データが、現場位置に関して以前に作成した音声データ及び通信装置を介して
客により送信された音声データのうち少なくとも一方を含む請求項１７に記載のデジタル
画像配信方法。
【請求項１９】
　撮影段階の前に現場位置についての情報を客に提供する段階をさらに含む請求項１に記
載のデジタル画像配信方法。
【請求項２０】
　現場で客を撮影することの依頼を客から代理人に伝える段階と；
　支払データを客から得る段階と；
　現場の位置を決める段階と；
　現場で客を撮影する指令を遠隔撮像装置で受信する段階と；
　現場で客の画像を自動的に撮る段階と；
からなる客のデジタル画像配信方法。
【請求項２１】
　客と代理人が互いに離れており、客の通信装置から遠隔信号により前記依頼を受信する
請求項２０に記載のデジタル画像配信方法。
【請求項２２】
　客と代理人が一緒にいて、客を撮影する指令が代理人により出される請求項２０に記載
のデジタル画像配信方法。
【請求項２３】
　現場で客を撮影するという客から代理人への依頼を受信する段階と；
　現場で客を撮影する段階と；
　撮影した画像を遠隔のプロセッサに送信する段階と；
　前記画像の証拠画像を遠隔のプロセッサから客の通信装置に送信する段階と；
　客が撮影画像の購入を決めると、支払データを客から遠隔のプロセッサに送ることによ
って取引を終了する段階と；
　最終画像を客に送信する段階と；
　代理人に取引の報酬を払う段階と；
からなる客のデジタル画像配信方法。
【請求項２４】
　前記証拠画像を送信する段階が、現場での撮影段階とほぼ同時に行なわれる請求項２３
に記載のデジタル画像配信方法。
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【請求項２５】
　前記最終画像の送信段階が、デジタル画像をネットワークを介して客のプロセッサに送
信する段階を含む請求項２３に記載のデジタル画像配信方法。
【請求項２６】
　現場で客を撮影することの依頼を客から受信すると共に、支払データを客から得るため
の客データ受信器であって、客の通信装置からの信号によって前記依頼を受信できる前記
客データ受信器と；
　現場の位置を決めるための手段と；
　現場で客を撮影するよう配置されると共に受信器を備えた遠隔撮像装置と；
　前記依頼を遠隔撮像装置に伝えると共に現場で客を自動的に撮影する信号を遠隔撮像装
置に送るために、前記客データ受信器、前記位置を決めるための手段、及び遠隔撮像装置
の前記受信器と通信できる送信器と；
　遠隔撮像装置と通信できると共に画像を証拠画像として客の通信装置に送ることができ
る画像送信器と；
を備え、前記客データ受信器がさらに画像購入の同意を客から受信できることを特徴とす
る客のデジタル画像配信システム。
【請求項２７】
　現場で客を撮影することの依頼を客から受信すると共に、支払データを客から得るため
の代表通信装置であって、客の通信装置から代理人への信号によって前記依頼を受信でき
る前記代表通信装置と；
　現場の位置を決めるための手段と；
　現場で客を撮影するよう配置されると共に受信器を備えた遠隔撮像装置と；
　前記依頼を遠隔撮像装置に伝えると共に現場で客を自動的に撮影する信号を遠隔撮像装
置に送るために、前記代表通信装置、前記位置を決めるための手段、及び遠隔撮像装置の
前記受信器と通信できる送信器と；
を備えた客のデジタル画像配信システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　一般に本発明は写真撮影システム及び方法に関するものであり、特に、遠隔にて客から
デジタル画像を注文し、撮影し、配信するためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、テーマパーク、クルージング、又は他のイベントの客に対し写真家が撮る写真
の販売は当該技術において公知である。このシステムは、一般に写真家は最終的に売れる
数より多くの写真をプリントするものであり、その販売は、そのイベントの後に展示され
た写真を客が見て購入を同意することに依存している点で本来非効率である。
【０００３】
　公知のシステムの別の問題は、パノラマ写真画像（例えば静止画又はビデオ画像を含み
得る）は客の近くにいる写真家が撮る場合には一般には不可能であり、遠方又は高いとこ
ろから撮られる画像も不可能である。
【０００４】
　さらに、客は写真家が近くにいないときに写真を撮られることを望むかもしれない。
【０００５】
　一般に写真撮影の別の特有の難しさは、写真家自身が写真の中に入ることのできる入手
可能で真に実行可能なシステムが存在していないことである。一般に個人用カメラ機器は
良い作品を作るには性能が十分ではなく、またセルフ写真を撮るために三脚などの余分な
機器を一緒に運ばなければならない。ビデオ撮影の分野において、カメラが動いて自身を
撮影する公知の方法はない。さらに、個人の技能は一般には不足しており、良いアマチュ
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ア写真も稀である。
【０００６】
　現在のところ別の難しさは、現場で人を撮影し、他の複数の人に同時に配信する公知の
方法がないことである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、さらに効率的に写真画像及び／又はビデオ画像を撮って要求に応じて客に
配信し、その際に、ある実施態様ではパーソナル通信装置を用いて画像のプレビューを見
て遠隔で注文し支払いを行なうことができるシステム及び方法を提供することが望まれる
。客自身が画像の被写体になることのできるシステム及び方法を提供することも望まれる
。さらに、画像の対象者自身だけでなく画像の対象者以外の複数の人に同時に画像を配信
するためのシステム及び方法を提供することが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
発明の概要
　本発明の一態様は客のデジタル画像を配信する方法に関する。この方法は現場で客の画
像を撮ることの依頼を客から受信する段階を含む。依頼は例えば客の通信装置から遠隔信
号によって受信できる。支払データが客から得られ、現場の位置が決められる。
【０００９】
　依頼は、現場で客を撮像する位置にある遠隔撮像装置に伝えられる。客の画像は現場で
自動的に撮られ、その画像が証拠画像として客の通信装置に送られる。最後に、その画像
を客が欲する場合には、画像を購入する同意を客から受信する。
【００１０】
　本発明の別の態様では、客のデジタル画像を配信する方法が、現場で客の画像を撮ると
いう依頼を客から代理人に伝える段階を含む。支払データが客から得られ、現場の位置が
決められる。現場で客を撮像する指令が遠隔撮像装置で受信され、現場で客の画像が自動
的に撮られる。
【００１１】
　本発明の別の態様は、客のデジタル画像を配信するためのシステムに関する。この態様
では、システムは、現場で客の画像を撮ることの依頼を客から受信するための客データ受
信器を備える。依頼は客の通信装置からの信号により受信できる。この受信器はまた支払
データを客から取得する。
【００１２】
　現場の位置を決める手段が提供される。遠隔撮像装置は現場で客を撮像するよう位置決
めされ、受信器も備える。送信器が客データ受信器、位置決め手段、及び遠隔撮像装置の
受信器と通信できる。この送信器は、依頼を遠隔撮像装置に伝えると共に現場で客の画像
を自動的に撮るように遠隔撮像装置に信号で知らせるのに有効である。
【００１３】
　画像送信器が、遠隔撮像装置と通信できると共に、画像を証拠画像として客の通信装置
に送る。客データ受信器はさらに、画像を購入する同意を客から受信する。
【００１４】
　本発明の別の態様は、客のデジタル画像を配信するためのシステムに関する。このシス
テムは、現場で客の画像を撮るという依頼を客から受信するための代表通信装置を備える
。この依頼は客の通信装置からの信号によって代理人にて受信可能である。この代表通信
装置はまた支払データを客から取得するのに有効である。
【００１５】
　現場の位置を決める手段が提供される。遠隔撮像装置は現場で客を撮像するよう位置決
めされ、受信器も備える。送信器が代表通信装置、位置決め手段、及び遠隔撮像装置の受
信器と通信できる。この送信器は、依頼を遠隔撮像装置に伝えると共に現場で客の画像を
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自動的に撮るように遠隔撮像装置に信号で知らせるのに有効である。
【００１６】
　添付図面と共に下記の説明から、構成及び操作方法の両方について本発明を特徴付ける
事項、並びに本発明の別の目的及び効果が理解されよう。図面は説明のために示されてお
り、本発明を限定するものではないことを理解されたい。添付図面と共に下記の説明を読
めば、本発明により達せられるこれらの目的及びその他の目的並びに本発明により与えら
れる効果が十分に明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図１Ａ～１０を参照して本発明の好ましい態様を説明する。
【００１８】
　本発明の一態様は、客のデジタル画像を配信するためのシステム１０及び方法１００に
関する（図１Ａ-１Ｂ及び２）。方法１００は、現場１２で客の画像を撮ることの依頼を
客１１から受信する段階（ブロック１０１）を含む。依頼は、例えば客の通信装置１３（
例えば携帯電話、コンピュータ、又はパーソナル・データ・アシスタント）から遠隔信号
で受信できる。２つの代表的な態様が、客１１から依頼を受信するモードとして示されて
いる（ブロック１０２）。態様に１つでは、依頼は遠隔場所１５のプロセッサ１４を用い
て自動的に受信し処理され、このプロセッサ１４は、処理方法段階を実行するためのソフ
トウエア１６により制御される（ブロック１０３）。この態様では、データは、限定する
ものではないが音声認識、キー入力、又はタブレット手書き文字認識など当該技術におい
て公知の方法で通信装置１３を用いて客１１から伝送することができる。
【００１９】
　依頼を受信する別のモードは、遠隔場所１５で代理人１７を立てることからなる。この
モードでは、現場１２で客１１の画像を撮るという客の依頼は代理人１７が受ける（ブロ
ック１０４）。
【００２０】
　どちらのデータ受信モードでも、支払データを客から取得し（ブロック１０５）、現場
の位置を決める（ブロック１０６）。
【００２１】
　当業者には理解されるように、現場の位置を決める方法は複数存在する。例えば、現場
の位置決め段階は、例えば位置を口頭で尋ねるか又はキーパッド指示器で示すことによっ
て現場の位置についての情報を客から直接受信することで実行できる（ブロック１０７）
。テーマパークでは、例えば、様々な「好適撮影（photo-rich）」場所を設けて、場所の
位置を示す表示がその場所に隣接して標識で示すことができる。控えめではない都市など
の環境では、印刷又は記録された旅行案内を、見るべき名所に客が到着する前に客に提供
でき、その名所の各々はそれに関連した識別子を有する（「あなたがエッフェル塔にいる
ならば、５０６を押しなさい。」）。旅行案内は、例えばインターネットにより提供され
、客が容易に見つけることができるように名所の写真やそれに関連した好適撮影場所の写
真を含む。このような旅行案内は、入口などの控えめな環境でも提供し得る。旅行案内の
入手は対話式に行なうことができ、客の興味（例えば、博物館、パノラマビュー、動物な
ど）に合わせて選択できる。旅行案内は、博物館で使用する公知の装置と同様に動作し得
る客の通信装置を介して現場で提供することもでき、該装置のキーパッド上の番号を押す
と、訪問している場所について説明が提供され得る（「エッフェル塔についての情報の場
合、５０７を押してください。」）。
【００２２】
　現場位置を決める別の方法は、客の通信装置１３から自動的に探知される位置データか
ら現場位置を電子的に決定することを含む（ブロック１０８）。この方法は、例えば、通
信装置１３の位置から得られるグローバル・ポジショニング・システム１８のデータを使
用して実現できる。同様に、この目的に使える状態にある受信器に送信されると現場では
その中で送信装置の場所を確認する。そして、客が撮像装置２２を備えた現場にいること
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及び写真撮影の割当て時間が利用可能であることのメッセージが、客の通信装置１３に送
られる。
【００２３】
　現場位置を決める更に別の方法が、遠隔信号の特性を用いて実現される（ブロック１０
９）。これを実現する方法の１つは、遠隔信号が複数の端末１９、２０の１つに開始され
る電子通信であり、通信する特定の端末により現場位置を決定できる。よって、複数の現
場位置１２、２１から依頼を受信するのに１つのプロセッサ１４を使用でき、各現場位置
１２、２１には異なる電話番号が与えられており、ダイアルされた番号データから、客１
１が現在位置する特定の現場位置１２を決定できる。
【００２４】
　どちらの依頼モードでも、現場１２で客１１を撮影するよう配置された遠隔撮像装置２
２に依頼が伝えられる（ブロック１１０）。例えばデジタルスチールカメラ又はビデオカ
メラからなる撮像装置２２は、例えば非常に高いところから、又はワイドビューを得るた
めに、グループの他のメンバーと一緒に、又は除外して、客１１自身の画像を得ることが
客１１には困難な場所に取り付けることができる。
【００２５】
　現場１２で客１１の画像が自動的に撮影される（ブロック１１１）。この自動撮影は、
後でさらに拡張されるように、所定の条件が仮定され（ブロック１１２）、又は実質的に
瞬間的である。「実質的に瞬間的」な場合には、客１１が客の通信装置１３から画像をオ
ーダーできる可能性が含まれ、客１１が撮影される位置で適切に準備できるように通信装
置１３により「カウントダウン」が与えられる。
【００２６】
　一態様では、画像は客の通信装置１３又は当該技術分野において公知の別の表示デバイ
スに証拠画像として送られる（ブロック１１３）。好ましくは、客１３が支払いをせずに
単に画像を得ることを防ぐために、この画像は低解像度とするか、故意に画像上に何らか
のマーク又は瑕疵をつけ、さらに所定の時間の後に消えるようにしてもよい。証拠画像は
最終的な撮影の前に撮った「プレビュー」画像とすることもできる。その画像を客が望む
ならば（ブロック１１４）、画像を購入する同意が客１１から受信され（ブロック１１５
）、支払いを処理する（ブロック１１６）。客１１が画像の購入を断ると（ブロック１１
４）、撮影を再度試みてもよいし（ブロック１１７）、又は本方法を終了してもよい（ブ
ロック１１８）。
【００２７】
　当業者には理解されるように、「画像」なる用語はデジタルスチール写真又はビデオな
どの多様な形式を含み、多様な種類及び数の複数の撮像装置を特定の場所に配置すること
ができる。客１１が画像の購入に同意すると（ブロック１１５）、画像中に他の特徴を含
ませることを決定することができ、例えば、限定するものではないが、品質を高めるため
に画像を編集したり、画像に印を加えることによって画像の質を高めることから成る画像
操作ができる（ブロック１１９）。また、スチール画像は複数の画像を含むことができ、
客は例えばアルバムとしてこれら複数の画像の集合を購入することを選択できる。加えて
、画像には、以前に撮影し本システムに記憶されている現場の画像も含まれ、これらは客
に固有のものではなく、例えば、建物や景色のパノラマビュー、又は日若しくは季節の異
なる時の光景が挙げられる。客が訪問した場所から集めた旅行談などの雑知識をこのアル
バムに加えることもできる。このような操作と作成は、プロセッサ１４及びソフトウエア
１５の制御下で実行でき、以前に記憶した雑知識と画像には、プロセッサ１４によってア
クセス可能なデータベース２３においてアクセスできる。
【００２８】
　ビデオの場合には、操作として、音声及び映像データをビデオに加える形式を取ること
ができ、このデータとしては、現場位置に関して以前に作成した音声及び映像データ又は
客１１から例えば通信装置１３を介して送信された音声データが挙げられる。上述のアル
バムと同様に、客に固有の映像及び音声部分と予め記録された映像及び音声素材との組み
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合わせから、旅行の記録全体又はその一部を作成し、客をスターにするプロの品質の「映
画」を得ることができる。客により提供される音声は、例えば、アドリブの素材とシステ
ム提供業者により与えられる事前に書かれた「スクリプト」素材との組み合わせとし得る
。
【００２９】
　終了すると、最終的な画像がどのような形式を取ろうと、購入品目が客１１に送信され
るか、又は客１１がアクセスできるようにする（ブロック１２０）。代表的な形式として
は、限定するものではないが、所定の場所に送ることのできるハードコピー（印刷された
写真、ビデオ、ＤＶＤなど）が挙げられる。デジタル画像は、客の住宅又は会社２５にあ
るコンピュータ２４などの所定の電子アドレスに電子的に送ることができる。例えば、ウ
エブサイトにアクセスしパーソナル・メディア・デバイス、電話又はその他の表示デバイ
スなどのデバイスにダウンロードしてデジタル画像を入手するために、電子アドレスが提
供され得る。
【００３０】
　上述したように、方法１３０の特定の態様では、客１１が注文を出すとき、撮影プロセ
スに条件を課することができる（ブロック１３１）。図３及び４の態様に示されるように
、条件のいくつかはタイミングに関するものとでき、タイミング条件に規定された時間に
て撮影されるよう予定が組まれる（ブロック１３２）。ここでは、スポーツアリーナ３１
などの包囲され分割された空間内で使用するように、システム３０が設置されている。特
定の注文状況では、システム３０にはその存在が知られており且つ例えば発信者番号通知
サービス型の機能により識別可能な通信装置１３を客が使用する場合には、以前に記憶さ
れた客のデータにアクセスできる。以前に記憶されたデータとしては、客が特定のアリー
ナイベントに参加する可能性に関連つけるため、及び場所情報にアクセスするために、名
前、請求書作成情報、及び定期入場券データなどの項目が挙げられる。
【００３１】
　システム３０はプロセッサ３３と信号をやりとりする撮像装置３２を含み、プロセッサ
３３はアリーナ３１か又はそこから離れたところに設置できる。例えば、撮像装置３２は
、イベントから離れて、例えばアリーナ敷地外の建築物３８、又は空中の飛行船３９に配
置することができる。プロセッサ３３はその上に常駐の制御ソフトウエア３４を有し、現
場マッピングデータ３５にはソフトウエア３４からアクセスできる。撮像装置３２は、現
場３１の特定の区域で客を撮影できるように制御ソフトウエア３４に応じて可動となるよ
うに取り付けられる。
【００３２】
　実際には、いったん客１１が特定のイベントに関して提供される追加データ（時間／場
所；ブロック１３３）と共に撮影の注文を出すと（ブロック１３１）、例えば、アリーナ
３１の座席番号により示される客の正確な位置が要求される（ブロック１３４）。次に、
座席の位置がソフトウエア３４により割り出されて撮像装置３２のパラメータを制御し（
ブロック１３５）、所定の時間に、今から撮影することを通信装置１３などを介して客１
１に知らせることができる（ブロック１３６）。現在の時間が好ましくなければ（ブロッ
ク１３７）、撮影を再スケジューリングでき（ブロック１３８）、さもなければ、確認に
よって撮影プロセスが開始される（ブロック１３９）。
【００３３】
　撮影プロセスの一部として、撮像装置３２が正しく向けられていることを保証すること
が含まれる。当業者には理解されるように、撮像装置３２を向けるのにどんな機構３６が
使用されても、固有のドリフトが存在しその結果として位置決めが不正確になりやすい。
このような不正確さを修正するために、好ましくはシステム１３０は基準マーク３７、好
ましくはアリーナ３１のあちこちに配置された複数の基準マーク３７をさらに備える。当
該技術において公知の画像処理技術を用いて、プロセッサ３３上にあるソフトウエア４０
はまず、客１１に最も近いと考えられる基準マーク３７にロックし（ブロック１４０）、
自動修正アルゴリズムを実行してマッピング兼制御ソフトウエア３４に知らせる（ブロッ
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ク１４１）。次に撮像装置３２を、新たに計算した位置に制御ソフトウエア３４の制御下
で移動させ（ブロック１４２）、撮影する（ブロック１４３）。残りの処理及び送信段階
は実質的に上述した通りである。
【００３４】
　別の態様５０、１５０（図５及び６）では、条件は客の位置決め条件からなる。例えば
、客１１は、客１１が特定の場所に到着した時に撮影することを依頼できる（ブロック１
５１）。競技イベントの例として、客１１が決勝線５１を有する徒競走で競争している場
合がある。撮像装置５２は決勝線を横切る際に客を撮影するように配置できる。特定の態
様では、当該技術において公知のように、客１１が送信器５３を身に付ける又は持ち運ぶ
ことができる（ブロック１５２）。客１１は画像を送るべき他の人５６を選択してもよい
（ブロック１５３）。
【００３５】
　プロセスを客に合わせて自動にするため、断続的及び連続的な態様が提供される（ブロ
ック１５４）。断続的な態様では、決勝線５１を横切る際に撮像装置５２をトリガーする
のに送信器５３を用いる（ブロック１５５）。ビデオについても同様のプロセスが適用さ
れるが、客の信号を受信すると所定の長さのビデオを撮影するようトリガーでき、特定の
態様では、動いている客に「ロックオン」でき、その際に撮像装置５２は移動機構５５を
介してプロセッサ５４の制御下で自動的に移動可能である。当業者は客１１を認識するそ
の他のモードもまた検討でき、限定するものではないが、例えば、バイオメトリック手段
（例えば顔認識など）が挙げられる。
【００３６】
　連続的な態様では（ブロック１５４）、撮像装置５２は所定の２つの時間の間、例えば
、徒競走の場合には、起こり得る最も短い終了時間より以前の時間から予め決められた最
も長い終了時間の後まで実質的に連続的に動作している（ブロック１５６）。この場合、
イベントの後又はイベント中、所定の位置（例えば、決勝線５１）に到着する際に客が認
識され（ブロック１５７）、客１１を含んだ画像が事前に得られた客データに対応付けら
れる（ブロック１５８）。万一、イベント後に予め注文していなかった人でも彼らのデー
タを提供して後で画像を取得できるように、残りの画像が記憶される（ブロック１５９）
。
【００３７】
　残りの処理及び送信段階は実質的に上述したように行なうことができる（ブロック１６
０）。加えて、画像を友人に送るというオプションが行使されると（ブロック１６１）、
画像を友人５６にも送信でき（ブロック１６２）、それにより、幅広い自動配信能力だけ
でなく、即時性をも送信に加えることができる。というのは、イベントと実質的に同時で
且つ配信グループ全体への送信と同時期に行なうことができるからである。客１１はまた
、イベント後の所定の時間内に接触でき、例えばマラソンを終えた１５分後に自動的に通
信装置１３上に画像を表示させることができる。イベントに適した画像操作、例えば予め
記録された背景又はビデオクリップ（例えば、スポーツ関係のコマーシャル、応援する群
衆など）と画像を組み合わせる等の操作も自動的に実行できる。この態様は多様な状況、
例えば、限定するものではないが、スキー、いかだ乗り、又はその他のアウトドア若しく
はインドアの活動において有用である。
【００３８】
　さらに別の態様７０、１７０（図７及び８）では、上述した方法と同様に何らかの方法
で、客１１は乗物７１、例えば娯楽施設の乗物又は馬車の中にいる時に（ブロック１７２
）撮影することを依頼できる（ブロック１７１）。上述したように、撮影段階は断続的又
は連続的に行なうことができる。断続的な場合、この態様では、乗物７１が特定の場所に
到着した時に（ブロック１７３）、撮像装置７３をトリガーして画像を撮るように（ブロ
ック１７４）、乗物７１に取り付けることのできる送信器７２によって撮影をトリガーで
きる。この態様では、依頼段階は、例えば、画像が売れる度に手数料を得ることのできる
代理人７４（例えば先導者又は乗物の運転手）を介して実行できる。連続的な態様も上述
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したように行なうことができ、この場合も画像が売れる度に代理人７４に手数料が払われ
る。得られた画像は現場で又は後で入手でき、上述したように処理し送信する（ブロック
１７５）。
【００３９】
　別の態様８０、１８０（図９及び１０）では、「移動写真家」８１が、客１１が訪問す
る現場８２にいる（ブロック１８１）。方法１８０のこの態様では、現場８２で客１１を
撮影する依頼を客１１から写真家８１が受ける（ブロック１８２）。画像が撮られ（８３
）（ブロック１８３）、遠隔のプロセッサ８４に送信される（ブロック１８４）。画像の
証拠画像が遠隔のプロセッサ８４から客の通信装置１３に送信され（ブロック１８５）、
この送信は現場８２での撮影段階とほぼ同時に行なうことができる。
【００４０】
　客１１が画像を購入することを決めると（ブロック１８６）、支払データを客１１から
遠隔のプロセッサ８４に送ることによって取引は終了し（ブロック１８７）、最終画像が
客のプロセッサ８５のネットワーク（例えば、インターネット）などを介して客１１に送
信される（ブロック１８８）。この図では、写真家８１が取引の報酬を受け取る（ブロッ
ク１８９）。
【００４１】
　上記説明では、簡潔さ、明確さ、及び容易な理解のために特定の用語を使用してきたが
、従来技術の要求を超えて不必要な限定を意味するものではない。これらの用語はここで
は説明のために用いられているのであり、広く解釈されるべきである。さらに、ここに記
載された装置の態様は例として挙げられており、本発明の範囲は構成の正確な詳細に限定
されない。
【００４２】
　本発明について説明してきたが、本発明の好ましい態様の構成、操作及び使用、及びそ
れにより得られる有利で新しく有用な結果、新規で有用な構成、並びに当業者に自明な妥
当な機械的等価物が特許請求の範囲に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１Ａ】客に画像を提供するための本発明の代表的な方法のフローチャートである。
【図１Ｂ】客に画像を提供するための本発明の代表的な方法のフローチャートである。
【図２】図１の態様のシステム図である。
【図３】スタジアムで使用する本発明の態様のフローチャートである。
【図４】図３の方法のシステム図である。
【図５】客が動いているときに使用する本発明の態様のフローチャートである。
【図６】図５の方法のシステム図である。
【図７】客が乗物に乗っているときに使用する本発明の態様のフローチャートである。
【図８】図７の方法のシステム図である。
【図９】「移動」写真家と使用する本発明の態様のフローチャートである。
【図１０】図９の方法のシステム図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１１：客
　１２：現場
　１３：通信装置
　１４：プロセッサ
　１５：遠隔場所
　１６：ソフトウエア
　１７：代理人
　１８：ＧＰＳ
　１９：端末
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　２０：端末
　２１：現場
　２２：撮像装置
　２３：データベース
　２４：客のコンピュータ
　２５：客の会社
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